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１．目的       
 

  現在、ICT技術の進展に合わせ、情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）が発達・普及してきているが、
適切な遠隔診療の普及が行われるためには、その医療上の必要性・安全性・有効性等が担保される必要がある。
「新しい経済政策パッケージ」（平成29年12月８日閣議決定）においても、遠隔診療について「必要なルールを包
含するガイドラインを整備」し、今年度内に取りまとめ公表することとされている。このため、遠隔診療を行うにあたり必要
なルールについて検討し、今年度内にガイドラインの策定を行うことを目的として、本検討会を開催する。 

２．検討事項 
 

 (1) 遠隔診療の定義・名称 
 (2) 遠隔診療を実施する際の必要性・安全性・有効性を担保するために求められるルール 
 (3) (1)(2)を包含した遠隔診療に関するガイドラインの策定 等 
 

３．構成員（○は座長） 
 

   今村 聡         公益社団法人日本医師会副会長 
   大道 道大       一般社団法人日本病院会副会長 

   落合 孝文 一般社団法人日本医療ベンチャー協会理事 
   金丸 恭文 フューチャー株式会社代表取締役会長兼社長 グループCEO 

   酒巻 哲夫 一般社団法人日本遠隔医療学会名誉理事 
   島田 潔         板橋区役所前診療所院長 

   高倉 弘喜  国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系教授 
   長尾 喜一郎 公益社団法人日本精神科病院協会理事 

   宮田 裕章 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授 
   山口 育子 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML理事長 

○ 山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発センター理事長     

４．スケジュール  
 

  平成30年２月より開催 

情報通信機器を用いた診療に関する検討会 



オンライン診療の適切な実施に関する指針の概要 

１．経緯 

２．指針の位置づけ 情報通信機器を通じて行う遠隔医療のうち、 
医師－患者間において行われるもの 

診断等の 

医学的判断 

を含む 

一般的な 

情報提供 

○ 情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）の可能性の高まりを受け、遠隔診療と無診察治療等を禁止する医師法
第20条との関係についての解釈を局長通知により明確化。（平成９年12月24日付け健政発第1075号厚生省健康政策局長通知） 

○ ICT技術の飛躍的な進展に合わせ、遠隔診療が急速に普及してきているが、更なる普及・推進のためには、医療上の必要
性・安全性・有効性を担保する必要があり、今回、新たに遠隔診療（オンライン診療）の適切な実施に関する指針を策定。 

  定義 本指針の適用 

オンライン診療 
診断や処方等の診療行為を
リアルタイムで行う行為 全面適用 

オンライン  
受診勧奨 

医療機関への受診勧奨を 
リアルタイムで行う行為 一部適用 

遠隔健康医療
相談 

一般的な情報の提供に留ま
り、診断等の医師の医学的
判断を伴わない行為 

適用なし 

【診療行為に関する事項】 
① 初診および急病急変患者は、原則として直接の対面による診療を行うこと。
ただし、患者がすぐに適切な医療を受けられない状況で、速やかにオンライ
ン診療による診療を行う必要性が認められる場合には、オンライン診療によ
ることも可能。 
② オンライン診療で行う具体的な診療内容等を定める「診療計画」を策定す
ること。 
③ HPKIカード等を活用し、患者が医師の免許確認を行える環境を整えること。 
④ オンライン診療に基づく処方が可能。ただし、現にオンライン診療を行って
いる疾患とは異なる疾患に対して新たに医薬品の処方を行う場合は、直接
の対面診療に基づき行うこと。 
⑤ 患者の状態について十分に必要な情報が得られていると判断できない場
合、速やかにオンライン診療を中止し、直接の対面診療を行うこと。 

３．指針の具体的内容 

○ 情報通信機器を用いた診療を「遠隔診療」と定義していたも
のを、新たに「オンライン診療」と定義を変更。 

 

○ 医師-患者間で情報通信機器を通じて行う遠隔医療を右図
のとおり分類し、オンライン診療について、「最低限遵守する
事項」と「推奨される事項」を示す。 

 

○  「最低限遵守する事項」 に従いオンライン診療を行う場合
には、医師法第20条に抵触するものではないことを明確化。 

＜参考＞医師法（昭和23年法律第201号）・抄 
第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をし
ないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。  

【オンライン診療の提供体制に関する事項】 
① オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属していること。 
② 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかに
アクセスできる医療機関において直接の対面診療を行える体
制を整えておくこと。 
③ 患者がオンライン診療を受ける場所（職場等を含む。）は、対
面診療が行われる場合と同程度に、清潔かつ安全であること。 
④ 特定多数人に対してオンライン診療を提供する場合には、診
療所の届出を行うこと。 

【通信環境に関する事項】 
 医師側・患者側の端末等において、情報漏えいや不正アクセス等
を防止するため必要な措置が講じられていることを確認すること。 
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